
− 11 −



　しかし、これらの支援が、支援を必要とするすべての人に届いているのか、検証されてい

ない。「見えない困窮」状態にある者を含め、支援が必要な人に効果的に支援を提供するに

は、生活困窮者がどのような場所にいるか、また、その生活実態、支援制度や支援者との関

わり状況等を把握する必要がある。また、自立相談支援機関では、新型コロナウイルス感染

症の影響で相談件数が急増し、相談員は膨大な相談対応に追われ、本来目指すべき個々の状

況に応じたきめ細やかな相談支援が困難となっている。

　しかし、これらの相談の中には、同じような内容の問合せや、個々に相談員が対応しなく

てもＨＰ等を確認すれば解決するような問合せが少なくない。 

させる
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◆現状・課題 

 ◆実現による効果 

自治体の支援体制の整備や民間団体への財政的支援が充実することにより、困難を抱える

女性への支援の充実が図られる。 

（神奈川県担当課：福祉子どもみらい局共生推進本部室） 

 

 

　女性支援の根拠とされてきた売春防止法は、昭和31年の法制定以来抜本的な見直しが行わ

れていない。これに対し、議員立法による新法が第208回国会で成立し、その法案には、こ

れまでの婦人保護事業から大幅に支援対象を拡大し、新たな計画の策定を都道府県に義務

付けるとともに、民間団体との連携や財政支援について規定することが盛り込まれている。 

　対象者の拡大に伴い、支援策の拡充をはじめ、支援に当たる人員やそれにかかる経費の増

大も見込まれることから、必要な方に支援が行きわたるようにするための財政措置が必要

である。

　また、計画の策定に当たっては、効果的な支援策を検討、実施するための根拠となるデー

タの取得とその分析が欠かせないため、国が統一的な基準・指標を用いて全国的な調査を

実施し、女性が置かれている現状や課題を詳細に分析した結果を自治体に提供することが

求められる。

　さらに、困難を抱える女性の支援を行う民間団体は、人件費や施設維持が自己負担にな

るなど財政的に厳しい状況にある。このような民間団体による取組を継続するためには、

団体の運営基盤の安定強化を支援することが必要である。 
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